
令和 7 年 3 月

令和 7 年度 令和 16 年度

１．事業概要

（１）

① 施　設

～計 画 期 間 ：

処 理 区 域 内 人 口 密 度

処 理 場 数

*1　「広域化」とは、一部事務組合による事業実施等の他の自治体との事業統合、流域下水道への接続を指す。
　　 「共同化」とは、複数の自治体で共同して使用する施設の建設（定住自立圏構想や連携中枢都市圏に基づくものを含む）、広域化・共同化を推進するための計画に基づき実施
する施設の整備（総務副大臣通知）、事務の一部を共同して管理・執行する場合（料金徴収等の事務の一部を一部事務組合によって実施する場合等）を指す。
　　 「最適化」とは、①他の事業との統廃合、②公共下水・集排、浄化槽等の各種処理施設の中から、地理的・社会的条件に応じて最適なものを選択すること（処理区の統廃合を含
む。）、③施設の統廃合（処理区の統廃合を伴わない。）を指す。

流 域 下 水 道 等 へ の
接 続 の 有 無

18.8人/ha

該当なし

有
（中讃流域下水道　大束川処理区）

処 理 区 数 13処理区（綾南処理分区　7、綾上処理分区　6）

広域化・共同化・最適化
実施状況*1

・香川県内での広域化・共同化の検討は、平成30年10月に県内全ての汚水処理事業者が参画した「香川県
汚水処理事業の効率化に向けた検討会」を開催し、「広域化・共同化」に向けて検討体制を構築しました。
・令和2年6月1日には、下水道法第31条の4で規定する法定協議会として設立した「香川県汚水処理事業効
率化協議会」において、広域化・共同化の具体的な取組みの検討を行い、持続可能な事業運営を確保するこ
とを目的として、「香川県汚水処理事業広域化・共同化計画」を策定しました。

・ 県内市町の汚水処理事業の現状や地域特性を踏まえ、地域ごとのブロック分けを行わず、県域一体での広
域化・共同化の推進を図ることとしており、参画意向のある事業体による施策メニューごとの分科会を構成し、
具体的な取組みの実現に向けた勉強会や意見交換等を実施しています。

法適（全部適用・一部適用）
非 適 の 区 分

一部適用

綾川町下水道事業経営戦略

平成11年度
（25年）

綾川町

特定環境保全公共下水道事業

事業の現況

供 用 開 始 年 度
（ 供 用 開 始 後 年 数 ）

団 体 名 ：

事 業 名 ：

策 定 日 ：



② 使　用　料

2,640 円 3,277 円

2,640 円 3,355 円

2,640 円 3,376 円

③ 組　織

（２） 民 間 活 力 の 活 用 等

そ の 他 の 使 用 料 体 系 の
概 要 ・ 考 え 方

①公共墓地であって自治会又は共同で管理する墓地
②公共公園であって自治会又は共同で管理する公園
③自治会で管理する公民館及び集会場等

基本料金1年につき10㎡まで：1,200円、超過料金1㎥につき（11㎥～20㎥）：120円/㎥、（21㎥～40㎥）：145円
/㎥（41㎥～100㎥）：165円/㎥、（100㎥～）：190円/㎥

井戸水を使用している場合の使用料は次のとおりです。
世帯員数1人(9㎥)　1,200円、2人(17㎥)　2,040円、3人(24㎥)　2,980円、4人(30㎥)　3,850円、5人(35㎥)
4,575円、6人以上の世帯は、1人増すごとに4㎥を加算します。ただし、水道と井戸水の両方を使用している
場合で水道の使用量が上記の量を超えたときは、水道使用量に応じた料金になります。

条 例 上 の 使 用 料 *2
（ ２ ０ ㎥ あ た り ）

※ 過 去 ３ 年 度 分 を 記 載

令和３年度
実 質 的 な 使 用 料 *3
（ ２ ０ ㎥ あ た り ）

※ 過 去 ３ 年 度 分 を 記 載

令和３年度

職 員 数 2名

下水道課（（公共下水道係、合併処理浄化槽係、農業集落排水事業係）
綾川町課設置条例、綾川町行政組織規則第14条による
⇒平成29年度より下水道課を建設課に統合（平成29年3月23日議決）

また、令和6年度より地方公営企業法の一部（財務）を適用した運営を行い、職員については一般会計と公営
企業会計の兼務となっております。

該当なし

該当なし

資 産 活 用 の 状 況

 ア　民間委託
　　　（包括的民間委託を含む）

 ア　エネルギー利用
　　　（下水熱・下水汚泥・発電等）　*4

 イ　土地・施設等利用
　　　（未利用土地・施設の活用等）　*5

*4　「エネルギー利用」とは、下水汚泥･下水熱等、下水道事業の実施に伴い生じる資源(資産を含む)を用いた収入増につながる取組を指す。
*5　「土地・施設等利用」とは、土地･建物等、下水道事業の実施に不可欠な資産を用いた、収入増につながる取組を指す（単純な売却は除く）。

事 業 運 営 組 織

 ウ　ＰＰＰ・ＰＦＩ

該当なし

該当なし

 イ　指定管理者制度

　本町の公共下水道は、旧綾上地区に14箇所、旧綾南地区に12箇所のＭＰをも
ち、緊急通報装置を装備し、月次点検と年1～2回のポンプ引き揚げ清掃を行なっ
ている。また、改正下水道法の施行により、「主要な管渠における腐食する恐れの
大きい箇所の点検」が求められ、それらを業務委託により実施している現状にあ
る。

民 間 活 用 の 状 況

*2　条例上の使用料とは、一般家庭における２０㎥あたりの使用料をいう。
*3　実質的な使用料とは、料金収入の合計を有収水量の合計で除した値に２０㎥を乗じたもの（家庭用のみでなく業務用を含む）をいう。

令和４年度 令和４年度

令和５年度 令和５年度

一般家庭用使用料体系の
概 要 ・ 考 え 方

下水道使用料は、旧町時代（旧綾上町：平成12年6月、旧綾南町：平成11年5月供用開始）には改定されてお
らず、合併時においては、旧綾南町の料金体系（旧綾上町を値下げ）に統一したところです。
　その後、供用開始（平成11年、平成12年）から10年が経過し、資本投資による借入金の償還額が増大する
中、中長期的に自立・安定した経営基盤の構築が図られるよう、平成19年12月議会において条例改正し、平
成20年4月から現在の料金体系となりました。

現在の使用料体系は次のとおりであり、
基本料金1月につき10㎡まで：1,200円、超過料金1㎥につき（11㎥～20㎥）：120円/㎥、（21㎥～40㎥）：145円
/㎥（41㎥～100㎥）：165円/㎥、（100㎥～）：190円/㎥
　水量累進性としています。

業 務 用 使 用 料 体 系 の
概 要 ・ 考 え 方

一般家庭用使用料体系と同様



（３） 経営比較分析表を活用した現状分析

２．将来の事業環境

（１）

（２）

（３）

（４）

（５）

※直近の経営比較分析表（「公営企業に係る「経営比較分析表」の策定及び公表について）（公営企業三課室長通知）」による経営比較分析表）を添付すること。

※R5決算　経営比較分析表を添付

処理区域内人口の予測

有収水量の予測

使用料収入の見通し

施設の見通し

組織の見通し

計画期間内は、現状の組織体制を維持するものとします。

(千円)
項目 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16

建設改良費 93,500 139,000 117,900 99,000 89,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000

(人)
項目 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16

処理区域内人口 8,641 8,630 8,619 8,607 8,595 8,583 8,570 8,557 8,543 8,529

(㎥)
項目 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16

有収水量 1,001,401 1,000,471 999,542 998,528 997,514 996,500 995,401 994,303 993,120 991,937

(千円)
項目 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16

使用料収入 159,916 159,776 159,636 159,483 159,331 159,178 159,013 158,847 158,669 158,491

経営比較分析表（令和5年度決算）
香川県　綾川町

業務名 業種名 事業名 類似団体区分 管理者の情報 人口（人） 面積(km2) 人口密度(人/km2) グラフ凡例

109.75 211.29 ■ 当該団体値（当該値）法非適用 下水道事業 特定環境保全公共下水道 D2 非設置

自己資本構成比率(％) 普及率(％) 有収率(％) 1か月20ｍ
3
当たり家庭料金(円)

23,189

処理区域内人口(人) 処理区域面積(km2) 処理区域内人口密度(人/km2) －

2. 老朽化の状況について

類似団体平均値（平均値）

9,090 4.84 1,878.10 【】 令和5年度全国平均

分析欄

1. 経営の健全性・効率性 1. 経営の健全性・効率性について

　当町の下水道事業は令和6年度から地方公営企業
法を適用し、公営企業会計に移行をしています。
移行前年度となる令和5年度の決算は、これまでの
官公庁会計における出納整理期間2か月分の現金収
入や支払いが計上されない打切決算となっていま
す。

〇収益的収支比率は、100％を上回っております
が、一般会計からの繰入金が増加したことによる
ものです。
〇企業債残高対事業規模比率は、大規模な管渠整
備の投資がないことから減少の傾向にあります。
〇経費回収率の減は、打切決算により使用料収入
が減少したことによるものです。
〇汚水処理原価の減については、有収水量の増加
によるものです。
〇流域関連特定環境保全公共下水道であり、施設
利用率（%）の数値はありません。
〇水洗化率は、全国平均を下回っているため、今
後も未接続者リストを活用し、加入促進に努めま
す。

資金不足比率(％)

- 該当数値なし 39.31 87.01 2,640

〇管渠は法定耐用年数（50年）に対して経過年数
が浅く、直ちに更新計画を定める状況にはありま
せんが、25か所のマンホールポンプ施設の適正な
点検と修繕については、平成30年度において策定
したストックマネジメント計画（簡易版）により
逐次対応しています。令和３年度から計画的にマ
ンホールポンプ圧送開放部の下流管渠25か所につ
いて、点検を行っています。

＜供用開始日＞
平成12年6月（旧綾上町の区域）
平成11年5月（旧綾南町の区域）

2. 老朽化の状況

全体総括

〇人口減少や節水意識の高まりで使用料収入が減
少することが考えられます。
令和６年度に企業会計移行を行い、経営戦略の改
定を行っています。今後は、改定後の経営戦略に
基づき、下水道事業の抱えるヒト・モノ・カネの
課題に対し「汚水処理事業の広域化・共同化」な
どの具体的な取組みを実施していく必要があると
考えます。
今後も中長期的視点にたった下水道経営となるよ
う努めます。

※　法適用企業と類似団体区分が同じため、収益的収支比率の類似団体平均等を表示していません。
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②累積欠損金比率(％) ③流動比率(％) ④企業債残高対事業規模比率(％)

⑤経費回収率(％) ⑥汚水処理原価(円) ⑦施設利用率(％) ⑧水洗化率(％)

①有形固定資産減価償却率(％) ②管渠老朽化率(％) ③管渠改善率(％)

【1,156.82】

【86.21】【43.28】【215.73】【75.33】

【0.11】

該当数値なし 該当数値なし

該当数値なし 該当数値なし



３．経営の基本方針

４．投資・財政計画（収支計画）

（１）

※ 赤字がある場合には（３）において、その解消方法が示されていることが必要

① 収支計画のうち投資についての説明

②　収支計画のうち財源についての説明

③　収支計画のうち投資以外の経費についての説明

 令和7年度～令和10年度に千疋地区での管渠工事を230,000千円、令和8年度～令和11年度に耐震化工事205,000千円を見込んでいま
す。また、令和9年度以降は機械及び装置等の更新を各年度10,000千円程度見込みます。また、中讃流域下水道（大束川処理区）に係る
建設負担金も見込みます。

　本町の下水道経営に伴う主な収入は、使用料及び他会計補助金、出資金等です。
　他会計補助金等については、毎年度、総務省副大臣により発出される「地方公営企業繰出金について（通知）」　第10　下水道事業によるもので、本町の場合は、
「2　分流式下水道等に要する経費」、「3　流域下水道の建設に要する経費」、「8　高資本費対策に要する経費」、「14　その他（下水道普及特対）」が該当します。
　特に、「2　分流式下水道等に要する経費」については、平成18年度において合流式整備による下水道と分流式整備による下水道では現状の汚水資本費に大き
な格差があること及び分流式下水道が公共用水域の水質保全への効果が高く公的便益がより大きく認められることを踏まえ、分流式下水道について汚水資本費の
増嵩分に対する一般会計からの繰出しを行なう基準（月額3,000円/20㎥以上の使用料収入を徴していること）が加えられたものです。
　本町の実質的な使用料単価は3,376円/20㎥（使用料収入総額/有収水量）であり、その繰出基準を満たしている現状にはありますが、条例上の使用料単価は、月
額2,640円/20㎥（一般家庭）であり、この要因は大口利用者（大型商業施設、製造事業者）の使用料収入額が総収入額の概ね50%を占めることによるものです。
　今後においても、「2　分流式下水道等に要する経費」の繰出は必要であり、適正な使用料単価を維持するための方策について検討します。
　支出においては、汚水維持管理費、汚水資本費とも固定費的な性質を要することからその削減幅は僅少とならざるを得ません。
　また、経費回収率について、令和4年度、令和5年度時点で約89%となっており、法適用後においても同程度となる予定です。経費回収率は人口減少、物価上昇等
により減少傾向となりますが、収入増加、経費削減等の取組みにより本計画期間内（令和16年度時点）において80%以上を目標とします。

（２）投資・財政計画（収支計画）の策定に当たっての説明

投資・財政計画（収支計画） ： 別　紙　の　と　お　り

・使用料収入　有収水量に合わせ変動する見込みとしております。
・繰入金　過年度実績より、将来数値を見込んでおります。
・起債　建設改良費の1/2を見込んでおります。
・国庫補助金　建設改良費の1/2を見込んでおります。

経費削減のため、管渠の維持管理業務について、令和10年度より共同化を近隣団体と実施予定です。
①管渠の維持管理業務の共同化
　ストックマネジメント計画や計画的維持管理業務（点検・調査・修繕等）に関する情報共有、維持管理業務の共同発注や包括的民間委託
の検討

また庁内事務について、令和10年度に排水設備工事の指定・排水設備責任技術者の登録等の一元化を近隣団体と行う予定です。

収支計画上のその他経費について、以下を予定しています。
・職員給与費　兼務職員であり、異動のことも考慮し横ばいとします。
・動力費　直近の金額に、物価上昇を見込みます。
・修繕費　過年度実績に、物価上昇を見込みます。
・その他　過年度実績に、物価上昇を見込みます。

適切な維持管理、計画的な耐震化に努め、未整備地区の整備も促進していきます。また計画期間内での管
渠整備により、下水道処理人口普及率を令和5年度時点で39.3%のところ、計画期間内に41%とする予定で
す。

目 標

収入増加のため接続率について、令和5年度（82.2%）より継続して未接続世帯への周知啓発を行い、計画期
間内に86.9%まで向上させる予定です。
また有収率について、令和5年度（87.01%）より継続して以下の事項を実施し、計画期間内に91.0%まで向上さ
せる予定です。
①量水器の設置（水道メータ非設置水量の把握）
②既接続の改善
③管渠の点検により劣化している場合の対策
④不明水調査、把握

目 標



（３）投資・財政計画（収支計画）に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要

①　今後の投資についての考え方・検討状況
*　処理区ごとに考え方が異なる場合は、処理区ごとに記載すること

②　今後の財源についての考え方・検討状況

③　投資以外の経費についての考え方・検討状況

５． 経営戦略の事後検証、改定等に関する事項

下水道台帳の帳票、図面交付に対する交付手数料の徴収の適否を検討します。

次期改定に向けた基礎資料、検討資料の作成に取組みます。使用料の見直しに関する事項

該当なし

現在国の推進している外部委託の形式であるウォーターPPPの導入について、町としてメ
リット及びデメリットを考慮した検討を進めていきます。

該当なし

該当なし広域化・共同化・最適化に関する事項

その他の取組

民間活力の活用に関する事項
（PPP/PFIなど）

投資の平準化に関する事項

 （１）において、純損益（法適用）又は実質収支（法非適用）が計画期間の最終年度で黒字とならず、赤字が発生している場合には、赤字の
解消に向けた取組の方向性、検討体制・スケジュールや必要に応じて経費回収率等の指標に係る目標値を記載すること。

*　（１）において黒字の場合においても、投資・財政計画（収支計画）に反映することができなかった検討中の取組や今後検討予定の取組について、その
内容等を記載すること。

経 営 戦 略 の 事 後 検 証 、
改 定 等 に 関 す る 事 項

本経営戦略は、概ね３～５年で見直しを行うことを予定しています。
当初策定時からの時間経過に伴い変動する、地域の人口動向などサービス需要に影響する要素
の変動状況、賃金や物価の変動などの基礎的な社会経済情報の変化、ストックマネジメント等の取
組の充実、根拠法令の改正その他の制度改正の状況などの要素を踏まえながら、戦略の修正を行
います。
また、計画値に大きな影響を与える修正等が生じる場合には、その期間にかかわらず、見直しを検
討します。

職員給与費に関する事項
現在、兼務職員が2名の体制となっていますが、維持管理が主な業務となっているため、
規模の縮小について検討します。

動力費に関する事項 該当なし

修繕費に関する事項 該当なし

委託費に関する事項 該当なし

その他の取組 該当なし

薬品費に関する事項 該当なし

民間活力の活用に関する事項
（包括的民間委託等の民間委託、指定管理者制

度、PPP/PFIなど）
該当なし

資産活用による収入増加
の取組について

その他の取組
マンホール缶バッジ、マンホールカードなど啓発グッズを活用した下水道事業の啓発を
検討し、適切な下水道使用や下水道使用料の改定など、下水道経営に対する住民理解
を得られるよう努めます。



様式第2号（法適用企業・収益的収支） 投資・財政計画
（収支計画）

（単位：千円，％）

年　　　　　　度 前々年度 前年度

区　　　　　　分 （ 決 算 ）
決 算
見 込

１． (A) 159,473 163,637 159,920 159,780 159,640 159,487 159,335 159,182 159,017 158,851 158,673 158,495
(1) 159,473 163,637 159,916 159,776 159,636 159,483 159,331 159,178 159,013 158,847 158,669 158,491
(2) (B)
(3) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

２． 276,802 290,918 237,090 296,351 291,218 290,705 288,081 285,973 277,428 276,387 276,031 275,423
(1) 276,542 162,138 108,333 171,589 165,879 164,917 162,265 160,381 151,929 150,901 150,447 149,741

276,542 162,138 108,333 171,589 165,879 164,917 162,265 160,381 151,929 150,901 150,447 149,741

(2) 128,555 128,556 124,561 125,138 125,587 125,615 125,391 125,298 125,285 125,383 125,481
(3) 260 225 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201

(C) 436,275 454,555 397,010 456,131 450,858 450,192 447,416 445,155 436,445 435,238 434,704 433,918
１． 179,300 386,959 406,878 408,893 406,012 407,288 406,499 406,546 406,763 407,136 407,766 407,877
(1) 12,809 11,556 11,711 11,711 11,711 11,711 11,711 11,711 11,711 11,711 11,711 11,711

6,842 6,201 6,307 6,307 6,307 6,307 6,307 6,307 6,307 6,307 6,307 6,307

5,967 5,355 5,404 5,404 5,404 5,404 5,404 5,404 5,404 5,404 5,404 5,404
(2) 166,491 153,906 173,670 174,160 170,213 170,322 170,390 170,500 170,527 170,575 170,665 170,776

4,200 3,319 3,927 3,958 3,970 3,982 3,994 4,006 4,018 4,030 4,042 4,054
9,000 4,001 9,951 7,056 3,009 3,018 3,027 3,036 3,045 3,054 3,063 3,072

153,291 146,586 159,792 163,146 163,234 163,322 163,369 163,458 163,464 163,491 163,560 163,650
(3) 221,497 221,497 223,022 224,088 225,255 224,398 224,335 224,525 224,850 225,390 225,390

２． 47,893 45,536 37,592 40,399 38,007 36,065 34,078 31,768 29,682 28,102 26,938 26,041
(1) 34,393 29,456 27,652 25,200 23,322 21,466 19,717 17,577 15,635 14,147 13,023 12,188
(2) 13,500 16,080 9,940 15,199 14,685 14,599 14,361 14,191 14,047 13,955 13,915 13,853

(D) 227,193 432,495 444,470 449,292 444,019 443,353 440,577 438,314 436,445 435,238 434,704 433,918
(E) 209,082 22,060 △ 47,460 6,839 6,839 6,839 6,839 6,841
(F)
(G) 8,797
(H) △ 8,797

209,082 13,263 △ 47,460 6,839 6,839 6,839 6,839 6,841
(I) 13,263 △ 34,197 △ 27,358 △ 20,519 △ 13,680 △ 6,841
(J) 153,905 159,686 159,686 159,686 159,686 159,686 159,686 159,686 159,686 159,686 159,686

37,725 37,927 37,927 37,927 37,927 37,927 37,927 37,927 37,927 37,927 37,927
5,781

110,561 116,445 116,445 116,445 116,445 116,445 116,445 116,445 116,445 116,445 116,445
(K) 218,269 207,881 196,526 190,035 182,328 174,437 163,956 154,441 146,136 137,453 133,241

174,925 164,640 153,285 146,794 139,087 131,196 120,715 111,200 102,895 94,212 90,000

43,344 43,241 43,241 43,241 43,241 43,241 43,241 43,241 43,241 43,241 43,241
70.5% 76.8% 81.3% 84.0% 87.6% 91.5% 97.4% 103.4% 109.3% 116.2% 119.8%
90.1% 68.3% 79.5% 81.2% 81.1% 81.1% 81.1% 81.0% 81.0% 80.9% 80.8%

( I )
(A)-(B)

(L)

(M) 159,473 163,637 159,920 159,780 159,640 159,487 159,335 159,182 159,017 158,851 158,673 158,495

(N)

(O)

(P)

受 託 工 事 収 益
そ の 他

本年度

営 業 収 益

R8 R13 R14 R15 R16R9 R10 R11 R12

繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金
流 動 資 産

う ち 未 収 金

収

益

的

収

入

材 料 費

収

益

的

支

出

営 業 費 用
職 員 給 与 費

基 本 給
退 職 給 付 費
そ の 他

経 費
動 力 費
修 繕 費

支 払 利 息

補 助 金

特 別 損 益 (F)-(G)

収

益

的

収

支

当 年 度 純 利 益 （ 又 は 純 損 失 ） (E)+(H)

他 会 計 補 助 金
そ の 他 補 助 金

長 期 前 受 金 戻 入

そ の 他

収 入 計
そ の 他

そ の 他
減 価 償 却 費

営 業 外 費 用

営 業 外 収 益

料 金 収 入

支 出 計
経 常 損 益 (C)-(D)

特 別 利 益
特 別 損 失

-21% -17% -13% -9% -4%

健 全 化 法 施 行 令 第 17 条 に よ り 算 定 し た
事 業 の 規 模

健全化法第22条により算定した
資 金 不 足 比 率

(（N）/（P）×100)

地方財政法施行令第15条第１項により算定した
資 金 の 不 足 額

営 業 収 益 － 受 託 工 事 収 益 (A)-(B)
地 方 財 政 法 に よ る
資 金 不 足 の 比 率

(（L）/（M）×100)

健 全 化 法 施 行 令 第 16 条 に よ り 算 定 し た
資 金 の 不 足 額

当 年 度 資 金 収 支
内 部 留 保 資 金

流 動 比 率
経 費 回 収 率

健 全 化 法 施 行 規 則 第 ６ 条 に 規 定 す る
解 消 可 能 資 金 不 足 額

う ち 建 設 改 良 費 分
う ち 一 時 借 入 金
う ち 未 払 金

累 積 欠 損 金 比 率 （ ×100 ）

流 動 負 債



様式第2号（法適用企業・資本的収支） 投資・財政計画
（収支計画）

（単位：千円）
年　　　　　度 前々年度 前年度

区　　　　　分 （ 決 算 ）
決 算
見 込

１． 7,000 27,800 43,500 76,500 57,500 48,000 46,500 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000

２． 187,671 176,431 78,640 66,996 57,787 53,465 36,411 32,488 22,635 13,888 5,303

３． 16,962

４．

５．

６． 300 21,050 45,300 69,500 58,900 49,500 44,500 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000

７．

８． 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

９．

(A) 25,262 237,521 266,231 225,640 184,396 156,287 145,465 58,411 54,488 44,635 35,888 27,303

(B)

(C) 25,262 237,521 266,231 225,640 184,396 156,287 145,465 58,411 54,488 44,635 35,888 27,303

１． 61,404 99,732 123,500 168,000 136,900 116,000 112,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000

２． 190,558 187,671 176,431 162,940 153,285 146,794 139,087 131,196 120,715 111,200 102,895 94,212

３．

４．

５．

(D) 251,962 287,403 299,931 330,940 290,185 262,794 251,087 164,196 153,715 144,200 135,895 127,212

(E) 226,700 49,882 33,700 105,300 105,789 106,507 105,622 105,785 99,227 99,565 100,007 99,909

１． 49,882 33,700 105,300 105,789 106,507 105,622 105,785 99,227 99,565 100,007 99,909

２．

３．

４．

(F) 49,882 33,700 105,300 105,789 106,507 105,622 105,785 99,227 99,565 100,007 99,909

226,700

(G)

(H) 1,641,691 1,481,820 1,348,889 1,262,449 1,166,664 1,067,870 975,283 860,087 755,372 660,172 573,277 495,065

○他会計繰入金 （単位：千円）
年　　　　　度 前々年度 前年度

区　　　　　分 （ 決 算 ）
決 算
見 込

276,542 162,138 108,333 171,589 165,879 164,917 162,265 160,381 151,929 150,901 150,447 149,741

234,691 122,398 81,781 123,705 122,330 121,206 118,575 116,600 114,942 113,794 113,114 112,172

41,851 39,740 26,552 47,884 43,549 43,711 43,690 43,781 36,987 37,107 37,333 37,569

16,962 187,671 176,431 78,640 66,996 57,787 53,465 36,411 32,488 22,635 13,888 5,303

16,962

187,671 176,431 78,640 66,996 57,787 53,465 36,411 32,488 22,635 13,888 5,303

293,504 349,809 284,764 250,229 232,875 222,704 215,730 196,792 184,417 173,536 164,335 155,044

R16

企 業 債

う ち 資 本 費 平 準 化 債

他 会 計 出 資 金

他 会 計 補 助 金

本年度 R8 R9 R10 R11 R12

計

そ の 他

R13 R14 R15

他 会 計 負 担 金

(A)のうち翌年度へ繰り越さ
れる支出の財源充当額

純 計 (A)-(B)

資

本

的

支

出

建 設 改 良 費

う ち 職 員 給 与 費

企 業 債 償 還 金

他 会 計 長 期 借 入 返 還 金

他 会 計 へ の 支 出 金

資

本

的

収

入

そ の 他

計

他 会 計 借 入 金

国 （ 都 道 府 県 ） 補 助 金

固 定 資 産 売 却 代 金

工 事 負 担 金

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

合 計

R15

資

本

的

収

支

補 塡 財 源 不 足 額 (E)-(F)

他 会 計 借 入 金 残 高

企 業 債 残 高

資本的収入額が資本的支出額に
不足する額     　　    (D)-(C)

補

塡

財

源

損 益 勘 定 留 保 資 金

利 益 剰 余 金 処 分 額

繰 越 工 事 資 金

そ の 他

計

R16

収 益 的 収 支 分

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

資 本 的 収 支 分

R9 R10 R11 R12 R13 R14R8本年度


